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８ 職業紹介事業の運営に当たり留意す

べき事項についての指針・・・

職業紹介事業者は、以下のとおり 「職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、、

募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人

情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対

処するための指針 （平成11年労働省告示第１４１号）が定められていますので、」

これを遵守して適切に事業を運営してください。

第１ 趣旨

この指針は、職業安定法（以下「法」という ）第３条、第５条の３、第５条。

の４、第３３条の６及び第４２条に定める事項等に関し、職業紹介事業者、労働

者募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が適切に対処するために必要

な事項について定めたものである。

第２ 法第３条に関する事項（均等待遇）

１ 差別的な取扱いの禁止

職業紹介事業者、労働者供給事業者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）

第２３条に規定する派遣元事業主（以下「職業紹介等事業者」という ）は、。

すべての利用者に対し、その申し込みの受理、面接、指導、紹介等の業務につ

いて人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組

合員であること等を理由として、差別的な取扱いをしてはならないこと。

また、職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、求職者又は供給される労働

者が法第４８条の４第１項に基づく労働大臣に対する申告を行ったことを理由

として、差別的な取扱いをしてはならないこと。

２ 募集に関する男女の均等な機会の確保

職業紹介事業者及び労働者供給事業者が、雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年法律第１１３号）第５条の規定

、に違反する内容の求人の申込みを受理して当該求人に対して職業紹介を行い

又は同条の規定に違反する募集に対して労働者を供給することは法第３条の趣

旨に反するものであること。

第３ 法第５条の３及び第４２条に関する事項（労働条件等の明示及び募集内容の

的確な表示）
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職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者

（以下「職業紹介事業者等」という ）は、法第５条の３第１項の規定に基づき、。

求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者（以下「求

職者等」という ）に対し、その者が従事すべき業務の内容及び労働条件（以下。

「労働条件等」という ）を明示するに当たっては、次に掲げる事項に配慮する。

こと。

１ 明示する労働条件等は、虚偽又は誇大な内容としないこと。

２ 求職者等に具体的に理解されるものとなるよう、労働条件等の水準、範囲等

を可能な限り限定すること。

３ 求職者等が従事すべき業務の内容に関しては、職場環境を含め、可能な限り

具体的かつ詳細に明示すること。

４ 労働時間に関しては、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働、休

憩時間、休日等について明示すること。

５ 賃金に関しては、賃金形態（月給、日給、時給等の区分 、基本給、定額的）

に支払われる手当、通勤手当、昇給に関する事項等について明示すること。

６ 明示する労働条件等の内容が労働契約締結時の労働条件等と異なることとな

る可能性がある場合は、その旨を併せて明示するとともに、労働条件等が既に

明示した内容と異なることとなった場合には、当該明示を受けた求職者等に速

やかに知らせること。

７ 労働者の募集を行う者は、労働条件等の明示を行うに当たって労働条件等の

。事項の一部を別途明示することとするときは、その旨を併せて明示すること

第４ 法第５条の４に関する事項（求職者等の個人情報の取扱い）

１ 個人情報の収集、保管及び使用

(1) 職業紹介事業者等は、その業務の目的の範囲内で求職者等の個人情報（１

及び２において単に「個人情報｣という ）を収集することとし、次に掲げる。

個人情報を収集してはならないこと。

ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に

必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りで

ないこと。

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因

となるおそれのある事項

ロ 思想及び信条

ハ 労働組合への加入状況

(2) 職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、

又は本人の同意の下で 本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段に
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よらなければならないこと。

(3) 職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒

業予定者から応募書類の提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類

(全国高等学校統一用紙又は職業相談票(乙))により提出を求めること。

(4) 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られること。

ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は

他の法律に定めのある場合は、この限りでないこと。

２ 個人情報の適正な管理

(1) 職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項

に係る措置を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容

を説明しなければならないこと。

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つ

ための措置

ロ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置

ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するため

の措置

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削

除するための措置

(2) 職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合

には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重

な管理を行わなければならないこと。 なお、有料職業紹介事業者は特

に厳重な管理を行わなければならないこと。

(3) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、次に掲げる事項を含む個人情報

の適正管理に関する規程を作成し、これを遵守しなければならないこと。

イ 個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項

ロ 個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項

ハ 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正（削除を含む。以下

同じ ）の取扱いに関する事項。

ニ 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項

(4) 職業紹介事業者及び労働者供給事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正

の求めをしたことを理由として、当該本人に対して不利益な取扱いをしては

ならないこと。

３ 個人情報の保護に関する法律の遵守等

１及び２に定めるもののほか、職業紹介事業者等は、個人情報の保護に関す

る法律（平成１５年法律第５７号）第２条第３項に規定する個人情報取扱事
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業者（以下「個人情報取扱事業者」という ）に該当する場合には、同法第。

４章第１節に規定する義務を遵守しなければならないこと。また、個人情報

取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個

人情報の適正な取扱いの確保に努めること。

第５ 法第３３条の６に関する事項（職業紹介事業者の責務）等

１ 職業安定機関等との連携

(1) 職業安定機関との連携

職業紹介等事業者は、求人、求職等の内容がその業務の範囲外にあると認

めるときには、公共職業安定所の利用を勧奨する等適切に対応すること。ま

た、職業紹介等事業者は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るた

め、職業安定機関の行う雇用情報の収集、標準職業名の普及等に協力するよ

う努めるものとする。

(2) 学校との連携

職業紹介事業者（法第３３条の２第１項の規定による届出をして職業紹介

事業を行う学校を除く ）は、高等学校、中等教育学校又は中学校の新規卒。

業予定者に対する職業紹介を行うに当たっては、学校との連携に関し、次に

掲げる事項に留意すること。

イ 生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍する学校

を通じて行うようにすること。

ロ 職業紹介事業者が行う職業紹介が、公共職業安定所及び学校が行う新規

学校卒業予定者に対する職業紹介の日程に沿ったものとなるようにし、生

徒の職業選択について必要な配慮を行うこと。

。ハ その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう必要な配慮を行うこと

２ 求職者の能力に適合する職業の紹介の推進

職業紹介事業者は、求職者の能力に適合した職業紹介を行うことができるよ

う、求職者の能力の的確な把握に努めるとともに、その業務の範囲内において、

可能な限り幅広い求人の確保に努めること。

３ 求職者等からの苦情の適切な処理

職業紹介事業者等は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図り

つつ、当該事業に係る求職者等からの苦情を迅速、適切に処理するための体制

の整備及び改善向上に努めること。

４ 職業紹介事業に係る適正な許可の取得

求人者に紹介するため求職者を探索した上当該求職者に就職するよう勧奨し、

これに応じて求職の申込みをした者をあっせんするいわゆるスカウト行為を事
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業として行う場合は、職業紹介事業に含まれるものであり、当該事業を行うた

めには、職業紹介事業の許可を取得する必要があること。

また、いわゆるアウトプレースメント業のうち、教育訓練、相談、助言等の

みならず、職業紹介を行う事業は職業紹介事業に該当するものであり、当該事

業を行うためには、職業紹介事業の許可を取得する必要があること。

５ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第１８条の２第１項に規定する理由

の適切な提示

職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高年齢者等の雇用の

安定等に関する法律施行規則（昭和４６年労働省令第２４号）第６条の５第２

項各号に掲げる書面又は電磁的記録により、高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律（昭和４６年法律第６８号）第１８条の２第１項に規定する理由の提示

を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきこと。
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個人情報の収集に係る職業安定法の遵守、公正な採用選考の
推進について・・・

◆ 職業紹介事業者は、職業安定法及び指針の内容を十分に理解したうえで、求職者等の個人

情報の取扱い等に関して適切に対処することが求められます。

◆ 職業紹介事業者は、求人者による就職差別が生じないよう必要な働きかけ、啓発などにも

積極的に努めることが求められます。

◆ 職業紹介事業者は、自らも同和問題などの人権問題や公正な採用選考のあり方についての

正しい理解と認識のもとに職業紹介事業を運営することが求められます。

○ 職業紹介事業者は、職業安定法及び指針の規定により、特別な職業上の必要性が存在することその他

業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、本籍、出生

地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項等の個人情報を収集してはならないこととされてい

ます。

○ 職業紹介事業者は、労働力需給システムの一翼としての社会的責務に十分留意するとともに、求職者

等から、悪質な就職差別事案、職業安定法、指針等違反又はその趣旨に反すると疑われる行為などであ

って行政機関による対処が必要な苦情等を受けた場合には、ただちに公共職業安定所、都道府県労働局

その他関係行政機関との連携を図り、当該事案に対して迅速かつ適切に対応する必要があります。

また、職業紹介事業者は、求人者による就職差別が生じないよう必要な働きかけ、啓発等にも積極的

に努めることが求められます。

○ 職業紹介事業者は、安定法指針等の重要性やその遵守等について、継続的に関係社員への研修・啓発

を行うとともに、適切な苦情処理などに関する社内研修体制の確立にも努めてください。

○ 職業紹介事業者は、雇用主としての側面にとどまらず、ハローワーク（公共職業安定所）と同様に労

働力需給調整システムの一翼としての社会的責務を負っています。このため、自らも公正採用選考人権

啓発推進員の設置に積極的に取り組んでください。

＜公正採用選考人権啓発推進員とは＞

１ 目的

職業安定行政の課題である国民の職業選択の自由、就職の機会均等等を確保し、雇用の促進を図る

ためには、雇用主が同和問題などの人権問題についての正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考

を行うことが重要です。このため、一定規模以上の事業所を中心に公正採用選考人権啓発推進員（以

下「推進員」という ）の設置を図り、推進員に対して計画的・継続的な研修等を行うことにより、。

当該事業所における公正採用選考システムの確立のために必要な知識、理解及び認識を深めることを

目的としています。

２ 推進員の役割など

推進員は、原則として人事担当責任者等採用・選考に関する事項について相当の権限を有する者か

ら選任することとなっており、国民の就職の機会均等を確保するという視点に立って、次の事項につ

いて中心的な役割を果たすことになっています。

① 公正な採用選考システムの確立を図ること。

② 職業安定行政機関との連携に関すること。

③ その他当該事業所において必要とする対策の樹立及び推進に関すること。

また、推進員に対しては、都道府県労働局職業安定主務課及び公共職業安定所において、その役割

を果たすために必要な研修等を実施しており、また、必要に応じて関係行政機関等の協力を要請する

こととしています。

３ 推進員設置対象事業所

常時使用する従業員が100人（※）規模以上の事業所等にはすべて設置していただくことになって

います。

※ 地域の実情に応じて更にきめ細かく人数規模要件を定めている都道府県もあります。

４ 推進員の選任

推進員を選任した場合には、公共職業安定所に報告していただくことになっています。

推進員制度の詳細については、都道府県労働局職業安定主務課又は公共職業安定所にお問い合わ

せ下さい。
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